
 

ひよどり台地域福祉センターは、平成 11年 1月、北区で 24番目の施設として開設されました。 

ひよどり台公園の中に位置し、恵まれた環境にあります。施設の概要は地域福祉活動コーナー

（73.64 ㎡）、調理コーナー（21.62 ㎡)、和室（10 畳 ☓2 室）、談話コーナー・給湯室（37.34

㎡）、鉄筋コンクリート造壁式構造１階建てです。和室の柱は、岸和田市の「極楽寺」の改修に

より譲り受けた、けやき丸柱をそのまま使用しています。運営は、神戸市から指定管理者に指

定された「ふれあいのまちづくり協議会」が行っています。 

６０歳以上の者、及び障害者以外の利用者はセンタ

ーの運営を円滑に行うため、運営協力金にご協力く

ださい。センターを時間外に利用する場合には、利

用責任者は、利用日に協議会に利用承認書を提出し

て鍵を受け取り、返還するまで責任をもって保管し

利用後速やかに鍵を掛け、鍵の保管者に返還してく

ださい。 

センター運営協力金 

利用時間 
地域福祉活動 
コーナー 

和室 

９時～１２時 1,000円 500円 

１３時～１７時 1,000円 500円 

１８時～２１時 1,000円 500円 

 

神戸市北区ひよどり台 3-8（ひよどり台中央公園内） 

   078-741-6658 

調理 
コーナー 

地域福祉活動 
コーナー 

通
路 

和室 

和室 

談話室 

トイレ 
倉庫 
機械室 

玄関 

使用方法  

開館日時 火～日曜日 ９時～１７時 

休 館 日 月曜日・年末年始（１２月２８から

翌年１月５日まで） 

盆 休 （８月１３日～８月１５日まで） 

利用申込   

１ヶ月前の１日（休館日の場合はその翌日)から申

し込めます。利用申込書に所定の事項をご記入の

上、運営協力金と共に３日前までにお申し込みく

ださい。 

利用上の留意点  

1.建物、設備および備品類を大切にしてください。 

2.火災等事故防止に特に注意してください。 

3.使用後は清掃し、整理整頓してください。また、

ゴミは利用者が持ち帰ってください。  

4.火気や水道・電気・ガス並びに戸締り等の点検

をしてください。 

5.鍵を借り受けた場合は必ず当日中に返却してく

ださい。 

地域福祉センターは営利目的および政治活動には利用できません 


